
学生向け選挙事務における
投票立会人・事務従事者の公募

（西区選挙管理委員会）

西区選挙管理委員会では、学生のみなさまが選挙に主体的に関

わる機会を増やし、選挙をより身近に感じていただくため、西区
内で行われる選挙に関する投票事務従事者を、以下のとおり公募
しています。
応募いただいた方は、投票立会人・事務従事者として登録させ

ていただき、各種選挙の際に、西区選挙管理委員会から従事の依
頼をさせていただきます。

１．公募する投票事務従事者
公募する従事者は、以下の２種類となります。

（１）投票立会人（期日前ｏｒ当日）
投票事務の公平を確保するため、公益代表として投票事務に立

ち会う役割を担います。投票所の開閉や投票用紙の交付などの投
票事務全般に立ち合い、投票管理者に対し意見を述べることがで
きます。

（２）事務従事者（当日）
投票事務（投票用紙の交付や案内等）を処理していただきます。

具体的には投票用紙の交付や投票所での案内業務などの業務にな
ります。

①時 間：午前7時～午後8時（従事場所により短縮あり）
②報 酬：￥6,678～￥10,900
③従事場所：西区役所、玉津支所、各出張所、西区内の投票所

①時 間：午前6時半～午後8時半（ほか前日設営2時間あり）
②報 酬：￥22,021程度
③従事場所：西区内の投票所

申し込み方法などの詳細は、
次ページ又はQRコードを参照



２．応募方法

応募資格 立会人：神戸市在住で選挙権を有する方、事務従事者は特になし

募集期間 臨時応募を受け付けています。（応募後は立会人・事務従事者候補とし

て登録されます。登録は、「登録抹消の申出」が無い限り継続されま

す。）

従事期間 「選挙期日の告示日（公示日）」の翌日から投票日翌日までの期間中の

任意の日（選挙の種類によって期間が異なります）

応募方法 「投票立会人・事務従事者申込書」に必要事項をご記入の上、『持参、

郵送、メール、FAX』のいずれかの方法で以下の送付先に提出してくだ

さい。

＜送付先＞

651‐2295 神戸市西区糀台5-4-1

西区役所５階 地域協働課内（西区選挙管理委員会）

TEL：078-940-9501（内線206～7）／FAX：078-991-5541

E-MAIL：nishi_chousa@office.city.kobe.lg.jp

３．応募から従事までの流れ

「投票立会人・事務従事者登

録申込書」を提出

①
西区選挙管理委員会で受付、

「投票立会人・事務従事者候補」
として登録

②

実際の選挙の約１か月前、

西区選挙管理委員会から投票事務
の従事の依頼と日程の調整

③
西区選挙管理委員会から投

票立会人・事務従事者に決定した
旨の通知

④

投票所で選挙事務に従事
⑤

※③の依頼の際は、ご自宅から投票所への
距離を踏まえ、順番にお声をかけさせてい
ただきます。そのため、登録いただいても
選挙の際に連絡がない場合もありますので、
あらかじめご了承ください。
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